
よくある質問（Q&A）

No. 項目 質問 回答

1
書類の配布

について

提出要領・申請書類はどこで配布し

ていますか。

那覇市法制契約課のホームページに掲載していますので、ダウンロード

してご利用ください。

2

県外業者か

県内業者か

の区別

本社が県外にあって那覇市内に支店

がある。その場合には県外業者かそ

れとも県内業者となりますか。

本店の所在地で判断するため、本店（本社）が県外にある場合は県外

業者となります。※本店は登記簿で登録されていること。

3

委託業務の

業種

委託業務で希望業種⑨その他を選択

している。申請データ（エクセル）

の入力画面で「次に進む」ボタンを

押すと、『業種「その他」の具体的

な業務内容が未入力です』のメッ

セージが出て前に進めない。どうし

たらよいですか。

希望業種「その他」を選択した場合、申請データ（エクセル）に業務

内容を入力することになっています。その入力が漏れている場合にメッ

セージが出るので、「審査願の「登録データ（その2）」の「登録を希

望する業種」の下側にある『業種「その他」の具体的な業務内容』の

欄に、業務内容を入力するようお願いします。入力後に「次に進む」

ボタン（画面右上）を押すとそれ以降の入力が可能となります。

4

競争入札参

加資格審査

申請

審査申請書について、提出は1部でよ

いですか。

郵送にて提出する審査願等の書類は１部でよいですが、受付後に不備

書類・記入漏れ等があった場合、法制契約課の受付担当から連絡をし

ますので、申請内容を確認できるよう控えを保管してください。

※受付印が必要な方は受領票（はがき：官製はがき以外は85円切手を

貼る。）を作成し、申請時に同封してください。

5

競争入札参

加資格審査

申請

Excelが開けないのですが、どのよう

にしたらよいですか。

Microsoftのセキュリティ強化でマクロがブロックされているのが原因

のようです。

 ブロック解除の手順は以下の通りです。

 1.保存したExcelファイルを右クリックする。

 2.プロパテイを選択する。

 3.全般タブの下の方セキュリティ項目で「許可する」のチェックボッ

クスにチェックを入れて OKで終了する。

 4.再度開いたらコンテンツの有効化ボタンが表示されるので有効にす

る。

 参考Microsoftサイトです。

https://learn.microsoft.com/ja-jp/deployoffice/security/internet-

macros-blocked

6

競争入札参

加資格審査

申請

住所の記載について、省略してもよ

いですか。（例：泉崎1-1-1で記入な

ど。）

所在地又は住所については、登記簿のとおりご記載をお願いします。

　例：〇  泉崎一丁目１番１号（登記簿の通り）

　　　×  泉崎1－1－１（省略しない）

7

競争入札参

加資格審査

申請

商号の記載はどのように書きます

か。

商号名称は全角で記載してください。法人形態は省略でのご記載をお願

いします。

　例：〇　株式会社→（株）

　　　〇　合資会社→（資）

8

競争入札参

加資格審査

申請

営業年数の数え方について。どのよ

うに記載したらよいですか。

工事業者の場合は、経審に登録されている年数が営業年数となります。

また、市内営業年数については、那覇市内で本店が営業している年数の

通算とします。

9

押印 委任状は実印・使用印の捺印は必要

ですか。

委任状は委任者の印鑑（実印）、受任者の印鑑（使用印鑑届と同一の

印）の押印が必要です。※委任期間、委任日は必ず記入してください。

10

有効期限 有効期限が切れるものの取扱いにつ

いてはどのようになりますか。（建

設業許可、経審、建築士事務所の登

録など。）

令和8年4月1日以降に期限が切れるものについては、改めて更新後の許

可証・証明書等を提出していただく必要があります。ただし格付を行う

場合、先に提出した書類の内容が格付に反映されますので、早めのお

手続きをお願いします。

11
提出書類 提出する必要の無い番号は、飛ばし

てもいいですか。

提出する必要のない番号は飛ばして作成してください。（飛ばす番号に

ついてはインデックスシールの作成も不要です。）



No. 項目 質問 回答

12

登記簿謄本 登記簿謄本は履歴事項全部証明でな

いといけないですか。

履歴事項一部証明の場合は、省略されている部分があるため、履歴事項

全部証明の提出が必要となります。

13

技術者 技術職員有資格者名簿は、いつ現在

のデータを提出するのですか？

令和７年12月1日時点の名簿を提出してください。

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書の写し」に記載さ

れている氏名順に入力してください。

14

合格証明書 資格の合格証明書の交付が来年1月頃

になります。合格の通知書でもよい

かですか。

合格証明書が必要です。申請受付期間内に提出できなければ、技術者

の加点対象外となります。

15

実績 工事で実績がなくても建設業許可と

経審を受けていれば登録できます

か。コンサルも実績がなくても登録

できますか。

申請要件に実績や出来高を条件としていないので実績がなくても登録は

可能です。ただし、工事経歴書にて「実績なし」が確認できるよう作

成をお願いいたします。

16

工事経歴書 工事経歴書の希望する業種のものは

必ず必要ですか。業務がなくても

「なし」で提出となりますか。

希望業種のみ提出です。実績がないが登録したい場合は「なし」と記

入して提出お願いします。

17

本店等所在

地位置図

県外業者で那覇市に営業所がありま

すが、本店等所在地位置図及び写真

は提出しますか。

営業所の登録を希望する場合は、提出をお願いします。

18

本店等所在

地位置図

本店等の写真は、デジタルカメラで

撮影し印刷してもいいですか。

写真については、下記の注意事項をご確認ください。

・デジタルカメラ等で撮影し、カラープリントした写真であること。

・外観（看板）と室内がわかるよう鮮明に写っているもの。（看板が

確認しづらい場合は看板部分を拡大して写してください。）

・撮影年月日の記入があるか。（３か月以内の撮影）

※撮影が３カ月以内ではない写真（前回登録と同じものなど）、不鮮

明な写真については再度撮影していただく場合があります。

19

市税完納証

明書

那覇市内に営業所がある業者は、市

民税課に登録していれば未納のない

市税完納証明書がもらえる。その日

に登録しても市税完納証明書もらえ

ますか。

個別の事情により交付できない場合もあるため、市民税課の法人・税

務証明グループ（℡098-862-9903）で確認するようお願いします。

20

ボランティ

ア協定又は

災害時にお

ける応援協

定等

災害時における応援協定の添付書類

は加入団体発行の証明書のみでよい

か。

加入団体と本市との協定書の写し＋加入団体へ属していることがわかる

証明書が必要 となります。

※協定を締結していない場合は、対象外となります。

21

障害者法定

雇用につい

て

（工事業者）障がい者を雇用してい

ない場合は、障害者雇用状況報告書

の写しは提出なしでよいですか。

障がい者の法定雇用義務のある事業者は、すべて障害者雇用状況報告

書（公共職業安定所長への報告書：第６号様式）の提出が必要です。

提出ができない場合は、那覇市様式の理由書を作成し、提出をお願い

します。

22

納税証明書 市税完納証明書は、市民税課発行の

ものだけでよいですか。

那覇市市民税課発行の納税証明書は「国民健康保険税を除く」ため、

国保に加入している場合は、国民健康保険課発行の完納証明書も必要で

す。

23
国税納税証

明書

法人税・消費税納税証明書は、どれ

を提出するのですか？

法人は「その３の３」、個人は「その３の２」の証明書となります。

24

国税納税証

明書

電子申告業者ですが、納税証明デー

タシートの提出でもよいですか。

納税証明データシートは不可です。
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25

技術者の数 技術者が後期高齢者の場合で、年金

機構が発行している標準報酬決定通

知書がない場合、どのような書類の

提出が必要ですか。

技術者数を格付に反映するためには、常勤性の確認が必要です。

年金機構が発行する標準報酬決定通知書等がない場合は、資格証に加

えて以下の書類の提出をお願いします。

賃金台帳（直近３か月分）＋以下の書類のいずれかとします。

①監理技術者資格者証（勤務先が記載されているもの）

②雇用保険被保険者証

③住民税特別徴収額決定通知書

④所得税前年度の確定申告書で氏名・金額のある書類

26

雇用の規模 （県内工事・委託）審査申請書に入

力する雇用の規模は、何をもとにし

た人数となりますか。

令和7年7月1日現在で健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通

知書に記載されている人数を入力してください。下記の場合は算定とし

ます。

・適用年月が令和7年9月以前のもの。

・資格取得年月日が令和7年7月1日以前のもの。

27

雇用の規模 （県内工事・委託）後期高齢者の場

合、雇用の規模への反映は、どのよ

うな書類で確認していますか。

雇用の規模は、令和7年7月1日現在における健康保険または厚生年金保

険等の被保険者数を算定するものとなります。（ここでいう健康保険

は事業所負担のある社会保険のことを指します。）

後期高齢者の場合、「厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当

額決定のお知らせ」があれば雇用の規模に算定しています。

28

資本人的関

係

親会社、子会社の関係はあるが、那

覇市に申請するのは親会社のみ。そ

の場合でも資本関係に記載する必要

はありますか。

子会社が那覇市に入札参加資格申請をしない場合は、特に記載する必

要はありません。

29 合格通知 合格通知はいつごろ届きますか？ ３月下旬に送付を予定しています。


